
※道路管理上必要がある場合は、この例によらず全幅復旧を指示することがあります。
占用復旧事例 原則、影響幅は、０．３５ｃｍ以上とする。 （全路線共通）

ただし、道路横断で掘削する場合は、片側０．５ｍ以上とし、
掘削幅と併せて、最低２ｍ以上とすること。

（標準平面図）
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①影響幅は、掘削幅から、０．３５ｍ以上
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③道路横断で掘削の場合は、掘削幅と併せて、最低２ｍ以上となるようにすること。
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